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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボウルを有する大便器と、
　前記ボウルに便器洗浄水を供給する便器洗浄水供給手段と、
　前記ボウル内に局部洗浄ノズルを進退させるノズル駆動手段を有する局部洗浄装置と、
　便器洗浄を実行する指令と局部洗浄を実行する指令を手動によりそれぞれ入力可能とし
た操作装置と、
　前記便器洗浄水供給手段および前記ノズル駆動手段の動作を制御し、前記便器洗浄水供
給手段による前記便器洗浄水の供給と、前記ノズル駆動手段による前記局部洗浄ノズルの
進出と、を同時に実行しない制御部と、
　を備え、
　前記便器洗浄は、前記ボウルのリム吐水口から便器洗浄水を吐水する工程と、前記ボウ
ルのゼット吐水口から便器洗浄水を吐水する工程と、を順次実行し、
　前記制御部は、
　　前記ゼット吐水口から前記便器洗浄水を吐水する工程の前に、前記リム吐水口から前
記便器洗浄水を吐水する工程において、前記局部洗浄を実行する指令が前記操作装置に入
力されると、前記便器洗浄を停止して前記局部洗浄を実行し、
　　前記リム吐水口から前記便器洗浄水を吐水する工程の後に、前記便器洗浄水供給手段
により前記便器洗浄水を前記ボウルに供給している場合には、前記局部洗浄を実行する指
令が前記操作装置に入力されても前記局部洗浄の実行を禁止することを特徴とするトイレ
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装置。
【請求項２】
　ボウルを有する大便器と、
　前記ボウルに便器洗浄水を供給する便器洗浄水供給手段と、
　前記ボウル内に局部洗浄ノズルを進退させるノズル駆動手段を有する局部洗浄装置と、
　便器洗浄を実行する指令と局部洗浄を実行する指令を手動によりそれぞれ入力可能とし
た操作装置と、
　前記便器洗浄水供給手段および前記ノズル駆動手段の動作を制御し、前記便器洗浄水供
給手段による前記便器洗浄水の供給と、前記ノズル駆動手段による前記局部洗浄ノズルの
進出と、を同時に実行しない制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、
　　前記便器洗浄の動作によって前記ボウルの封水が排出されて封水切れを起こす前に、
前記局部洗浄を実行する指令が前記操作装置に入力されると、前記便器洗浄を停止して前
記局部洗浄を実行し、
　　前記便器洗浄の動作によって前記ボウルの封水が排出されて封水切れを起こした後に
、前記便器洗浄水供給手段により前記便器洗浄水を前記ボウルに供給している場合には、
前記局部洗浄を実行する指令が前記操作装置に入力されても前記局部洗浄の実行を禁止す
ることを特徴とするトイレ装置。
【請求項３】
　ボウルを有する大便器と、
　前記ボウルに便器洗浄水を供給する便器洗浄水供給手段と、
　前記ボウル内に局部洗浄ノズルを進退させるノズル駆動手段を有する局部洗浄装置と、
　便器洗浄を実行する指令と局部洗浄を実行する指令を手動によりそれぞれ入力可能とし
た操作装置と、
　前記便器洗浄水供給手段および前記ノズル駆動手段の動作を制御し、前記便器洗浄水供
給手段による前記便器洗浄水の供給と、前記ノズル駆動手段による前記局部洗浄ノズルの
進出と、を同時に実行しない制御部と、
　を備え、
　前記便器洗浄は、前記ボウルのリム吐水口から便器洗浄水を吐水する工程と、前記ボウ
ルのゼット吐水口から便器洗浄水を吐水する工程と、を順次実行し、
　前記制御部は、
　　前記ノズル駆動手段により前記局部洗浄ノズルを前記ボウル内に進出させている場合
には、前記便器洗浄を実行する指令が前記操作装置に入力されると、前記局部洗浄ノズル
を退行させ、前記便器洗浄水供給手段を制御して前記便器洗浄水の供給を開始し、
　　前記ゼット吐水口から前記便器洗浄水を吐水する工程の前に、前記リム吐水口から前
記便器洗浄水を吐水する工程において、前記局部洗浄を実行する指令が前記操作装置に入
力されると、前記便器洗浄を停止して前記局部洗浄を実行することを特徴とするトイレ装
置。
【請求項４】
　ボウルを有する大便器と、
　前記ボウルに便器洗浄水を供給する便器洗浄水供給手段と、
　前記ボウル内に局部洗浄ノズルを進退させるノズル駆動手段を有する局部洗浄装置と、
　便器洗浄を実行する指令と局部洗浄を実行する指令を手動によりそれぞれ入力可能とし
た操作装置と、
　前記便器洗浄水供給手段および前記ノズル駆動手段の動作を制御し、前記便器洗浄水供
給手段による前記便器洗浄水の供給と、前記ノズル駆動手段による前記局部洗浄ノズルの
進出と、を同時に実行しない制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、
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　　前記ノズル駆動手段により前記局部洗浄ノズルを前記ボウル内に進出させている場合
には、前記便器洗浄を実行する指令が前記操作装置に入力されると、前記局部洗浄ノズル
を退行させ、前記便器洗浄水供給手段を制御して前記便器洗浄水の供給を開始し、
　　前記便器洗浄の動作によって前記ボウルの封水が排出されて封水切れを起こす前に、
前記局部洗浄を実行する指令が前記操作装置に入力されると、前記便器洗浄を停止して前
記局部洗浄を実行することを特徴とするトイレ装置。
【請求項５】
　前記局部洗浄の実行が禁止されたことを報知する報知手段をさらに備えたことを特徴と
する請求項１または２記載のトイレ装置。
【請求項６】
　前記報知手段は、前記局部洗浄の実行が禁止された後であって、前記便器洗浄の動作が
完了した際に、前記便器洗浄の動作が完了したことを報知することを特徴とする請求項５
記載のトイレ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の態様は、一般的に、トイレ装置に関し、具体的には洋式腰掛便器に腰かけた使
用者の「おしり」などを水で洗浄可能としたトイレ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　局部洗浄機能を有するトイレ装置では、近年、便器洗浄用の操作スイッチが局部洗浄装
置のリモコン（リモートコントロール装置）に設けられることが多い（例えば、特許文献
１参照）。これらのトイレ装置においては、局部洗浄中に誤って便器洗浄用の操作スイッ
チが操作された場合には、局部洗浄と便器洗浄とが同時に実行され得る。さらに、局部洗
浄中に臭いが気になる場合には、便器洗浄用の操作スイッチを操作して局部洗浄と便器洗
浄とが同時に実行され得る。このように、局部洗浄と便器洗浄とが同時に実行されると、
局部洗浄装置と便器洗浄装置とは同じ水道管に接続されているため、給水圧が低下し、必
要な水圧が得られず、局部洗浄と便器洗浄との性能が低下するという問題が生ずる。
【０００３】
　また、大便器のボウルの清掃性を高めるために、ボウルの上部内周面に便器洗浄水を周
回させながら、その便器洗浄水をボウルに落として便器洗浄を行う大便器がある。この大
便器を備えたトイレ装置においては、局部洗浄ノズルが便器洗浄水の周回路の一部を塞ぐ
ように形成されているため、便器洗浄中に局部洗浄が開始されると、便器洗浄水が流れて
いる面（ボウルの上部内周面）から局部洗浄ノズルが進出してくる。そのため、便器洗浄
水と局部洗浄ノズルとが干渉して、便器洗浄水が水跳ねし、その水跳ねした水が使用者の
臀部にぶつかるおそれがある。
【０００４】
　一方、局部洗浄中に便器洗浄が開始されると、ボウル内に進出した局部洗浄ノズルが便
器洗浄水の周回路を塞いでしまうため、便器洗浄水が十分に周回せず、ボウルの一部に不
洗浄区域が生ずるおそれがある。便器洗浄中に局部洗浄が開始された場合と、局部洗浄中
に便器洗浄が開始された場合と、のいずれの場合であっても、便器洗浄水の導水流路と、
局部洗浄ノズルが進出・後退する開口部と、が一部重複するため、導水流路を流れる便器
洗浄水が局部洗浄ノズルに衝突して水跳ねしたり、ボウルの一部に便器洗浄水が行き渡ら
ず、便器の洗浄性能が低下するという問題が生ずる。
【０００５】
　さらに、便器洗浄水をポンプが圧送して便器洗浄を実行する便器がある。この便器を備
えたトイレ装置においては、便器洗浄中に局部洗浄が開始された場合や、局部洗浄中に便
器洗浄が開始された場合には、局部洗浄に関する電力と、便器洗浄に関する電力と、が重
複するため必要な電力が得られず、局部洗浄と便器洗浄との性能が低下するという問題が
生ずる。
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【特許文献１】特開２００５－０２３７１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の態様は、かかる課題の認識に基づいてなされたものであり、リモコンによって
便器洗浄を実行することが可能なトイレ装置において、便器洗浄性能および局部洗浄性能
を損なわないようにすることができるトイレ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様によれば、ボウルを有する大便器と、前記ボウルに便器洗浄水を供給す
る便器洗浄水供給手段と、前記ボウル内に局部洗浄ノズルを進退させるノズル駆動手段を
有する局部洗浄装置と、便器洗浄を実行する指令と局部洗浄を実行する指令を手動により
それぞれ入力可能とした操作装置と、前記便器洗浄水供給手段および前記ノズル駆動手段
の動作を制御して、前記便器洗浄水供給手段による前記便器洗浄水の供給と、前記ノズル
駆動手段による前記局部洗浄ノズルの進出と、を同時に実行しない制御部と、を備え、前
記便器洗浄は、前記ボウルのリム吐水口から便器洗浄水を吐水する工程と、前記ボウルの
ゼット吐水口から便器洗浄水を吐水する工程と、を順次実行し、前記制御部は、前記ゼッ
ト吐水口から前記便器洗浄水を吐水する工程の前に、前記リム吐水口から前記便器洗浄水
を吐水する工程において、前記局部洗浄を実行する指令が前記操作装置に入力されると、
前記便器洗浄を停止して前記局部洗浄を実行し、前記リム吐水口から前記便器洗浄水を吐
水する工程の後に、前記便器洗浄水供給手段により前記便器洗浄水を前記ボウルに供給し
ている場合には、前記局部洗浄を実行する指令が前記操作装置に入力されても前記局部洗
浄の実行を禁止することを特徴とするトイレ装置が提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の態様によれば、リモコンによって便器洗浄を実行することが可能なトイレ装置
において、便器洗浄性能および局部洗浄性能を損なわないようにすることができるトイレ
装置が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　第一の発明によるトイレ装置は、ボウルを有する大便器と、前記ボウルに便器洗浄水を
供給する便器洗浄水供給手段と、前記ボウル内に局部洗浄ノズルを進退させるノズル駆動
手段を有する局部洗浄装置と、便器洗浄を実行する指令と局部洗浄を実行する指令を手動
によりそれぞれ入力可能とした操作装置と、前記便器洗浄水供給手段および前記ノズル駆
動手段の動作を制御し、前記便器洗浄水供給手段による前記便器洗浄水の供給と、前記ノ
ズル駆動手段による前記局部洗浄ノズルの進出と、を同時に実行しない制御部と、を備え
、前記便器洗浄は、前記ボウルのリム吐水口から便器洗浄水を吐水する工程と、前記ボウ
ルのゼット吐水口から便器洗浄水を吐水する工程と、を順次実行し、前記制御部は、前記
ゼット吐水口から前記便器洗浄水を吐水する工程の前に、前記リム吐水口から前記便器洗
浄水を吐水する工程において、前記局部洗浄を実行する指令が前記操作装置に入力される
と、前記便器洗浄を停止して前記局部洗浄を実行し、前記リム吐水口から前記便器洗浄水
を吐水する工程の後に、前記便器洗浄水供給手段により前記便器洗浄水を前記ボウルに供
給している場合には、前記局部洗浄を実行する指令が前記操作装置に入力されても前記局
部洗浄の実行を禁止することを特徴とする。　
　これによれば、便器洗浄および局部洗浄が同時に実行されないため、便器洗浄性能およ
び局部洗浄性能を損なうことがない。また、局部洗浄よりも便器洗浄を優先的に実行する
ことができる。さらに、リム－ゼット－リム吐水方式（いわゆる水道直圧方式）の便器洗
浄において、ボウルの封水面が低下していない最初のリム工程においては便器洗浄を途中
で中断させて、局部洗浄を優先的に実行することができる。
【００１０】
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　第二の発明によるトイレ装置は、ボウルを有する大便器と、前記ボウルに便器洗浄水を
供給する便器洗浄水供給手段と、前記ボウル内に局部洗浄ノズルを進退させるノズル駆動
手段を有する局部洗浄装置と、便器洗浄を実行する指令と局部洗浄を実行する指令を手動
によりそれぞれ入力可能とした操作装置と、前記便器洗浄水供給手段および前記ノズル駆
動手段の動作を制御し、前記便器洗浄水供給手段による前記便器洗浄水の供給と、前記ノ
ズル駆動手段による前記局部洗浄ノズルの進出と、を同時に実行しない制御部と、を備え
、前記制御部は、前記便器洗浄の動作によって前記ボウルの封水が排出されて封水切れを
起こす前に、前記局部洗浄を実行する指令が前記操作装置に入力されると、前記便器洗浄
を停止して前記局部洗浄を実行し、前記便器洗浄の動作によって前記ボウルの封水が排出
されて封水切れを起こした後に、前記便器洗浄水供給手段により前記便器洗浄水を前記ボ
ウルに供給している場合には、前記局部洗浄を実行する指令が前記操作装置に入力されて
も前記局部洗浄の実行を禁止することを特徴とする。
　これによれば、便器洗浄および局部洗浄が同時に実行されないため、便器洗浄性能およ
び局部洗浄性能を損なうことがない。また、局部洗浄よりも便器洗浄を優先的に実行する
ことができる。さらに、ボウルの封水面が低下していない状態であれば便器洗浄を途中で
中断させて、局部洗浄を優先的に実行することができる。
【００１１】
　第三の発明によるトイレ装置は、ボウルを有する大便器と、前記ボウルに便器洗浄水を
供給する便器洗浄水供給手段と、前記ボウル内に局部洗浄ノズルを進退させるノズル駆動
手段を有する局部洗浄装置と、便器洗浄を実行する指令と局部洗浄を実行する指令を手動
によりそれぞれ入力可能とした操作装置と、前記便器洗浄水供給手段および前記ノズル駆
動手段の動作を制御し、前記便器洗浄水供給手段による前記便器洗浄水の供給と、前記ノ
ズル駆動手段による前記局部洗浄ノズルの進出と、を同時に実行しない制御部と、を備え
、前記便器洗浄は、前記ボウルのリム吐水口から便器洗浄水を吐水する工程と、前記ボウ
ルのゼット吐水口から便器洗浄水を吐水する工程と、を順次実行し、前記制御部は、前記
ノズル駆動手段により前記局部洗浄ノズルを前記ボウル内に進出させている場合には、前
記便器洗浄を実行する指令が前記操作装置に入力されると、前記局部洗浄ノズルを退行さ
せ、前記便器洗浄水供給手段を制御して前記便器洗浄水の供給を開始し、前記ゼット吐水
口から前記便器洗浄水を吐水する工程の前に、前記リム吐水口から前記便器洗浄水を吐水
する工程において、前記局部洗浄を実行する指令が前記操作装置に入力されると、前記便
器洗浄を停止して前記局部洗浄を実行することを特徴とする。
　これによれば、便器洗浄および局部洗浄が同時に実行されないため、便器洗浄性能およ
び局部洗浄性能を損なうことがない。また、局部洗浄中に便器洗浄を実行しようとした場
合には、局部洗浄ノズルが便器のボウルから退行した後に便器洗浄を実行するので、局部
洗浄ノズルが便器洗浄を阻害することがない。さらに、リム－ゼット－リム吐水方式（い
わゆる水道直圧方式）の便器洗浄において、ボウルの封水面が低下していない最初のリム
工程においては便器洗浄を途中で中断させて、局部洗浄を優先的に実行することができる
。
【００１２】
　第四の発明によるトイレ装置は、ボウルを有する大便器と、前記ボウルに便器洗浄水を
供給する便器洗浄水供給手段と、前記ボウル内に局部洗浄ノズルを進退させるノズル駆動
手段を有する局部洗浄装置と、便器洗浄を実行する指令と局部洗浄を実行する指令を手動
によりそれぞれ入力可能とした操作装置と、前記便器洗浄水供給手段および前記ノズル駆
動手段の動作を制御し、前記便器洗浄水供給手段による前記便器洗浄水の供給と、前記ノ
ズル駆動手段による前記局部洗浄ノズルの進出と、を同時に実行しない制御部と、を備え
、前記制御部は、前記ノズル駆動手段により前記局部洗浄ノズルを前記ボウル内に進出さ
せている場合には、前記便器洗浄を実行する指令が前記操作装置に入力されると、前記局
部洗浄ノズルを退行させ、前記便器洗浄水供給手段を制御して前記便器洗浄水の供給を開
始し、前記便器洗浄の動作によって前記ボウルの封水が排出されて封水切れを起こす前に
、前記局部洗浄を実行する指令が前記操作装置に入力されると、前記便器洗浄を停止して
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前記局部洗浄を実行することを特徴とする。
　これによれば、便器洗浄および局部洗浄が同時に実行されないため、便器洗浄性能およ
び局部洗浄性能を損なうことがない。また、局部洗浄中に便器洗浄を実行しようとした場
合には、局部洗浄ノズルが便器のボウルから退行した後に便器洗浄を実行するので、局部
洗浄ノズルが便器洗浄を阻害することがない。さらに、ボウルの封水面が低下していない
状態であれば便器洗浄を途中で中断させて、局部洗浄を優先的に実行することができる。
【００１３】
　第五の発明によるトイレ装置は、第一または第二の発明において、前記局部洗浄の実行
が禁止されたことを報知する報知手段をさらに備えたことを特徴とする。　
　これによれば、便器洗浄後に再度、局部洗浄の操作を行なえば良いことを、使用者に知
らしめることができる。
【００１４】
　第六の発明によるトイレ装置は、第五の発明において、前記報知手段は、前記局部洗浄
の実行が禁止された後であって、前記便器洗浄の動作が完了した際に、前記便器洗浄の動
作が完了したことを報知することを特徴とする。　
　これによれば、局部洗浄の操作の受付が可能であることを使用者に知らしめることがで
きる。
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面中、同様
の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。　
　図１は、本発明の実施の形態にかかるトイレ装置の構成を例示するブロック図である。
　本実施形態のトイレ装置は、ボウルを有する便器（大便器）５００と、便器５００のボ
ウルに便器洗浄水を供給する便器洗浄水供給手段３０２と、局部洗浄を実行するための局
部洗浄機能部４００を有する局部洗浄装置と、を備えている。
【００２０】
　局部洗浄機能部４００は、局部洗浄ノズル４０４（単にノズルとも言う）を進退させる
ノズル駆動手段４０２や、局部洗浄ノズル４０４の外周に水を噴射してその胴体を洗浄す
るノズル洗浄室４０６などを有している。
【００２１】
　また、本実施形態にかかるトイレ装置は、使用者の手動操作により便器洗浄や局部洗浄
などを実行（操作）することが可能な操作装置１００と、便器洗浄水供給手段３０２およ
び局部洗浄機能部４００の動作を制御する制御部２００と、を備えている。操作装置１０
０は、例えばトイレ室の壁面に設けられていてもよいし、局部洗浄装置本体に設けられて
いてもよい。
【００２２】
　制御部２００は、便器洗浄を実行する信号を操作装置１００から受け取ると、便器洗浄
水供給手段３０２を制御して、便器５００のボウルに便器洗浄水を供給し、便器洗浄を実
行させる。一方、制御部２００は、局部洗浄を実行する信号を操作装置１００から受け取
ると、局部洗浄機能部４００、より具体的にはノズル駆動手段４０２を制御して、局部洗
浄ノズル４０４を便器５００のボウル内に進出させ、その先端付近に設けられた吐水口か
ら水を噴射して、便座に座った使用者の「おしり」などの洗浄を実行させる。なお、本願
明細書において「水」という場合には、冷水のみならず、加熱されたお湯も含むものとす
る。
【００２３】
　ここで、便器洗浄中に局部洗浄が実行されたり、局部洗浄中に便器洗浄が実行されると
、局部洗浄機能部４００を有する局部洗浄装置と、便器洗浄水供給手段３０２を有する便
器洗浄装置とは同じ水道管に接続されているため、給水圧が低下し、必要な水圧が得られ
ず、局部洗浄と便器洗浄との性能が低下するおそれがある。また、後に詳述するように、
ボウルの上部内周面から便器洗浄水をボウルに落として便器洗浄を行う場合には、便器洗
浄水と局部洗浄ノズルとが干渉して、便器洗浄水が水跳ねし、その水跳ねした水が使用者
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の臀部にぶつかるおそれがある。さらに、後に詳述するように、便器洗浄水をポンプによ
って圧送させて便器洗浄を実行する場合には、局部洗浄に関する電力と、便器洗浄に関す
る電力と、が重複するため必要な電力が得られず、局部洗浄と便器洗浄との性能が低下す
るおそれがある。
【００２４】
　そこで、本実施形態にかかるトイレ装置の制御部２００は、便器洗浄中に局部洗浄が操
作された場合や、局部洗浄中に便器洗浄が操作された場合であっても、便器洗浄水供給手
段３０２による便器洗浄水の供給と、ノズル駆動手段４０２による局部洗浄ノズル４０４
の進出と、を同時に実行しないようにすることができる。以下、これらの動作の具体例に
ついて図面を参照しつつ説明する。
【００２５】
　図２は、本実施形態にかかるトイレ装置の動作の具体例を例示するフローチャート図で
ある。　
　まず、使用者が操作装置１００に設けられた「おしり」洗浄や「ビデ」洗浄などのスイ
ッチを操作して、局部洗浄の動作を要求すると（ステップＳ１００）、制御部２００は、
現在便器洗浄が動作中であるか否かを判断する（ステップＳ１０２）。便器洗浄が動作中
でなければ（ステップＳ１０２：ＮＯ）、局部洗浄と便器洗浄とが同時に実行されること
はないため、制御部２００は、使用者の要求通り、局部洗浄を実行する（ステップＳ１０
４）。
【００２６】
　一方、便器洗浄が動作中であれば（ステップＳ１０２：ＹＥＳ）、局部洗浄と便器洗浄
とが同時に実行されることになるため、制御部２００は、局部洗浄の動作の要求（命令）
を受け付けず、便器洗浄の動作を継続させる（ステップＳ１０６）。すなわち、便器洗浄
中に局部洗浄が操作された場合には、制御部２００は、局部洗浄の実行を禁止し、便器洗
浄の動作を優先的に実行する。ここで、本実施形態のトイレ装置は、局部洗浄の実行が禁
止されたことを、例えば音や照明などを用いて報知する報知手段を備えていてもよい。こ
のように音や照明などを用いて報知すれば、局部洗浄装置の故障などではなく、局部洗浄
の実行が強制的に禁止されたことを、使用者はより確実に知ることができる。
【００２７】
　続いて、便器洗浄の動作が完了すると（ステップＳ１０８）、トイレ装置は待機状態と
なる（ステップＳ１１０）。このときにも、待機状態となったことを、例えば音や照明な
どを用いて報知してもよい（ステップＳ１１０）。報知することによって、使用者は、便
器洗浄の動作が完了し、局部洗浄を実行することが可能になったことを知ることができる
。
【００２８】
　図３は、本実施形態にかかるトイレ装置の動作の他の具体例を例示するフローチャート
図である。　
　まず、使用者が操作装置１００に設けられた「大」洗浄や「小」洗浄などのスイッチを
操作して、便器洗浄の動作を要求すると（ステップＳ２００）、制御部２００は、現在局
部洗浄が動作中であるか否かを判断する（ステップＳ２０２）。局部洗浄が動作中でなけ
れば（ステップＳ２０２：ＮＯ）、局部洗浄と便器洗浄とが同時に実行されることはない
ため、制御部２００は、使用者の要求通り、便器洗浄を実行する（ステップＳ２０４）。
【００２９】
　一方、局部洗浄が動作中であれば（ステップＳ２０２：ＹＥＳ）、局部洗浄と便器洗浄
とが同時に実行されることになるため、制御部２００は、便器洗浄の動作の要求（命令）
を受け付けず、局部洗浄の動作を継続させる（ステップＳ２０６）。すなわち、局部洗浄
中に便器洗浄が操作された場合には、制御部２００は、便器洗浄の実行を禁止し、局部洗
浄の動作を優先的に実行する。このとき、図２に関して前述したように、便器洗浄の実行
が禁止されたことを、例えば音や照明などを用いて報知してもよい。このようにすれば、
前述した効果と同様に、便器洗浄の実行が強制的に禁止されたことを、使用者はより確実



(8) JP 5234404 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

に知ることができる。
【００３０】
　続いて、使用者が操作装置１００に設けられた「止」スイッチを操作して、局部洗浄動
作の完了を要求すると（ステップＳ２０８）、制御部２００は、局部洗浄ノズル４０４を
便器５００のボウル内から後退（退行）させて局部洗浄装置内に収納し、トイレ装置は待
機状態となる（ステップＳ２１０）。このときにも、図２に関して前述したように、待機
状態となったことを、例えば音や照明などを用いて報知してもよい（ステップＳ１１０）
。報知することによって、前述した効果と同様に、使用者は、便器洗浄を実行することが
可能になったことを知ることができる。
【００３１】
　また、制御部２００は、待機状態となった後に便器洗浄を実行してもよい（ステップＳ
２１０）。このようにすることで、使用者は再び便器洗浄の動作を要求（命令）する手間
を省くことができ、さらに局部洗浄を実行した後における便器洗浄の忘れ防止を行うこと
ができる。
【００３２】
　図４は、本実施形態にかかるトイレ装置の動作のさらに他の具体例を例示するフローチ
ャート図である。　
　まず、使用者が操作装置１００に設けられた「大」洗浄や「小」洗浄などのスイッチを
操作して、便器洗浄の動作を要求すると（ステップＳ３００）、図３に関して前述したよ
うに、制御部２００は、現在局部洗浄が動作中であるか否かを判断する（ステップＳ３０
２）。局部洗浄が動作中でなければ（ステップＳ３０２：ＮＯ）、制御部２００は、使用
者の要求通り、便器洗浄を実行する（ステップＳ３０４）。
【００３３】
　一方、局部洗浄が動作中であれば（ステップＳ３０２：ＹＥＳ）、制御部２００は、局
部洗浄の動作を停止する（ステップＳ３０６）。すなわち、局部洗浄中に便器洗浄が操作
された場合には、制御部２００は、局部洗浄の動作を途中で中止する。より具体的には、
局部洗浄装置に設けられたヒータの動作を停止し、局部洗浄電磁弁を閉止する。ここで、
ヒータとは、使用者が局部洗浄水に対して冷たさを感じないように、局部洗浄水を所定温
度に温める装置である。また、局部洗浄電磁弁とは、局部洗浄ノズル４０４から噴射され
る局部洗浄水の吐止水を制御（開閉）する弁である。
【００３４】
　制御部２００は、局部洗浄の動作を停止すると（ステップＳ３０６）、局部洗浄ノズル
４０４を便器５００のボウル内から後退（退行）させて局部洗浄装置内に収納する（ステ
ップＳ３０８）。このとき、局部洗浄ノズル４０４の収納の完了を待たずして、制御部２
００は、便器洗浄を実行する（ステップＳ３１０）。このように、局部洗浄ノズル４０４
の収納が完了していないときに便器洗浄を実行させたとしても、後で詳述するように、便
器洗浄水を圧送するためのポンプが未だ動作していないため、局部洗浄に関する電力と、
便器洗浄に関する電力と、が重複することはない。さらに、後に詳述するように、すでに
局部洗浄電磁弁を閉止しているため、局部洗浄ノズル４０４の収納が完了していないとき
に便器洗浄を実行させたとしても、給水圧が低下することはない。局部洗浄ノズル４０４
を局部洗浄装置内に収納させると、トイレ装置は待機状態となる（ステップＳ３１２）。
【００３５】
　図５は、図４に表した動作の変形例を例示するフローチャート図である。　
　ステップＳ３００、Ｓ３０２、Ｓ３０４、Ｓ３０６、Ｓ３０８については、図４に関し
て前述した動作と同様である。続いて、制御部２００が局部洗浄ノズル４０４を便器５０
０のボウル内から後退（退行）させて局部洗浄装置内に収納すると（ステップＳ３０８）
、ノズル洗浄室４０６は、ノズル収納の後の洗浄として、局部洗浄ノズル４０４の外周に
水を噴射してその胴体を洗浄する（ステップＳ３１４）。これと略同時に、制御部２００
は、便器洗浄を実行する（ステップＳ３１０）。このように、後洗浄（ステップＳ３１４
）と、便器洗浄動作（ステップＳ３１０）と、を同時に実行させたとしても、後洗浄（ス
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テップＳ３１４）の実行時間は短いため、給水圧の低下が問題になるおそれは少ない。続
いて、後洗浄（ステップＳ３１４）および便器洗浄動作（ステップＳ３１０）が完了する
と、トイレ装置は待機状態となる（ステップＳ３１２）。
【００３６】
　図６は、図４に表した動作の他の変形例を例示するフローチャート図である。　
　図４に表した動作においては、制御部２００は、局部洗浄ノズル４０４の収納の完了を
待たずして便器洗浄を実行するのに対して、本変形例においては、局部洗浄ノズル４０４
の収納が完了した後に便器洗浄を実行する（ステップＳ３１０）。これにより、後に詳述
するように、ボウルの上部内周面から便器洗浄水をボウルに落として便器洗浄を行う場合
に、便器洗浄水と局部洗浄ノズルとが干渉することをより確実に防止することができる。
その他の動作については、図４に関して前述した動作と同様である。
【００３７】
　図７は、本実施形態にかかるトイレ装置の一例を例示する模式図である。　
　また、図８は、図７に例示したトイレ装置の一部拡大斜視図である。すなわち、図８（
ａ）は、便器のボウルの後部上端付近を表し、図８（ｂ）はこの部分から局部洗浄ノズル
が進出した状態を表す。
【００３８】
　図７に表したトイレ装置は、便器（大便器）５００と、その上部に設けられたケーシン
グ４３０と、ケーシング４３０に対して開閉自在に軸支された便座４３２と、を備えてい
る。ケーシング４３０の内部には、局部洗浄を実現するための局部洗浄機能部４００や、
制御部２００などが内蔵されている。すなわち、図示しない着座センサなどにより使用者
が便座４３２に座ったことを検知し、使用者のスイッチ操作などに応じて、局部洗浄ノズ
ル４０４を便器５００のボウル５１０内に進出させ、その先端付近に設けられた吐水口か
ら水を噴射して、便座４３２に座った使用者の「おしり」などを洗浄可能とされている。
【００３９】
　また、ケーシング４３０には、便座４３２に座った状態の使用者の「おしり」などに向
けて温風を吹き付けて乾燥させる「温風乾燥ユニット」や、ボウル内の空気を吸引して臭
気成分を除去する「脱臭ユニット」や、温風を周囲に吹き出してトイレ空間を暖房する「
室内暖房ユニット」などの各種の機構を適宜設けることもできる。
【００４０】
　そして、図７および図８に表したトイレ装置においては、便器５００に切り欠き５３０
が設けられ、この切り欠き５３０に設けられたシャッター４２０を介して局部洗浄ノズル
４０４が便器５００のボウル５１０に進出可能とされている。
【００４１】
　一方、便器５００のボウル５１０の上方には、便器洗浄水の導水流路５１０Ｒが設けら
れている。導水流路５１０Ｒは、ボウル５１０の上方においてボウル５１０の上端に対し
て略平行な凹状の流水路として設けられている。便器５００を洗浄する便器洗浄水は、例
えば、図７において矢印５１０Ｓで示した部分に設けられた吐水口（図示せず）から、導
水流路５１０Ｒの略接線方向に向けて吐出される。吐出された便器洗浄水は、導水流路５
１０Ｒに沿って旋回しながらボウル５１０の下方に流下する。但し、図７に表したトイレ
装置においては、便器洗浄水が導水流路５１０Ｒに沿って旋回しながらボウル５１０の下
方に流下する場合を例に挙げたが、これだけに限られるわけではなく、例えば導水流路５
１０Ｒの上方に設けられた単数あるいは複数の吐水口（図示せず）から旋回することなく
略直接的にボウル５１０の下方に流下してもよい。
【００４２】
　前述したように、便器５００のボウル５１０の後方の上端には、ボウル５１０に臨む開
口を有する切り欠き５３０が設けられている。そして、切り欠き５３０のボウル５１０に
臨む開口には、シャッター４２０と、これを保持する基部４１０と、を有する開閉手段が
設けられている。切り欠き５３０は、ボウル５１０の上方に凹設された便器洗浄水の導水
流路５１０Ｒの一部と重なっている。そして、図８（ａ）に表したように、シャッター４
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２０が閉じた状態においては、基部４１０及びシャッター４２０の表面は、導水流路５１
０Ｒの一部を構成している。シャッター４２０は、導水流路５１０Ｒの上半分に設けられ
、シャッター４２０が閉じた状態においてシャッター４２０の表面は斜め下方を向いてい
る。なお、開閉手段の上端は、ケーシング４３０の下面に密接している。
【００４３】
　基部４１０とシャッター４２０の表面は、隣接する導水流路５１０Ｒのボウル面と略連
続した壁面を構成している。ここで、「略連続」とは、シャッター４２０の表面と導水流
路５１０Ｒのボウル面とが面一あるいはわずかな段差がある状態を意味する。その結果と
して、基部４１０とシャッター４２０の表面は、導水流路５１０Ｒを流れる便器洗浄水の
流れを妨げたり飛散することは殆どない。
【００４４】
　一方、図８（ｂ）に表したように、局部洗浄ノズル４０４はシャッター４２０の裏側に
収納され、使用時にはシャッター４２０を開いてボウル５１０の内に進出する。すなわち
、「おしり」などの洗浄を実行する際には、ボウル５１０に開口する切り欠き５３０から
局部洗浄ノズル４０４を進出させる。このように、ボウル５１０に切り欠き５３０を設け
、この切り欠き５３０から局部洗浄ノズル４０４を進出させることにより、ケーシング４
３０の高さを低くすることができる。その結果として、ケーシング４３０に軸支する便座
４３２の軸支部の高さを低くすることができるため、座面の水平部を広くして、開放的で
座り心地のよいトイレ装置を提供できる。
【００４５】
　しかしながら、図７および図８に表したトイレ装置において、図２～図６に表したよう
な動作を行うことなく、便器洗浄中に局部洗浄が実行されたり、局部洗浄中に便器洗浄が
実行されると、便器洗浄水と局部洗浄ノズル４０４とが干渉して、便器洗浄水が水跳ねし
、その水跳ねした水が使用者の臀部にぶつかるおそれがある。さらに、ボウル５１０内に
進出した局部洗浄ノズル４０４が導水流路５１０Ｒの一部を塞いでしまうため、便器洗浄
水がボウル５１０内に十分に行き渡らず、ボウル５１０の一部に不洗浄区域が生ずるおそ
れがある。
【００４６】
　これに対して、本実施形態にかかるトイレ装置によれば、図２～図６に表したような動
作を行うことによって、便器洗浄中に局部洗浄が操作された場合や、局部洗浄中に便器洗
浄が操作された場合であっても、便器洗浄水供給手段３０２による便器洗浄水の供給と、
ノズル駆動手段４０２による局部洗浄ノズル４０４の進出と、を同時に実行しないように
することができる。
【００４７】
　より具体的には、便器洗浄中に局部洗浄が操作された場合には、制御部２００は、局部
洗浄の実行を禁止し、便器洗浄の動作を優先的に実行することができる。あるいは、局部
洗浄中に便器洗浄が操作された場合には、制御部２００は、便器洗浄の実行を禁止し、局
部洗浄の動作を優先的に実行することができる。あるいは、局部洗浄中に便器洗浄が操作
された場合には、制御部２００は、局部洗浄の動作を途中で中止し、便器洗浄の動作を優
先的に実行することができる。
【００４８】
　これにより、便器洗浄水と局部洗浄ノズル４０４とが干渉することはなく、水跳ねした
便器洗浄水が使用者の臀部にぶつかることを防止することができる。さらに、局部洗浄ノ
ズル４０４が便器洗浄水の導水流路５１０Ｒの一部を塞ぐことはなく、便器洗浄性能を損
なわないようにすることができる。
【００４９】
　以下、本実施形態の具体例について図面を参照しつつ説明する。　
　現在、トイレ装置の便器洗浄方式は種々の方式があるが、それらの内のいくつかを例に
挙げて説明する。　
　図９は、密結タンク式（ロータンク式）のトイレ装置を例示する模式図である。　
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　本具体例のトイレ装置は、便器（大便器）５００と、その上部に設けられたケーシング
４３０と、ケーシング４３０に対して開閉自在に軸支された便座４３２と、ケーシング４
３０および便座４３２の後方に設けられたロータンク３１０と、を備えている。またさら
に、例えば壁面などに、操作装置１００が設けられている。
【００５０】
　ケーシング４３０の内部には、局部洗浄を実現するための局部洗浄機能部４００や、制
御部２００などが内蔵されている。また、ロータンク３１０の内部には、便器洗浄を実現
するための便器洗浄水供給手段３０２が内蔵され、ロータンク３１０の外部には、操作ハ
ンドル３０３が設けられている。便器洗浄水供給手段３０２は、図示しない洗浄モータを
有している。使用者が操作装置１００または操作ハンドル３０３を操作して便器洗浄を実
行すると、制御部２００は洗浄モータを駆動して図示しない排水弁を動作させる。
【００５１】
　図１０は、本具体例のトイレ装置の基本動作を例示するタイミングチャート図である。
すなわち、図１０（ａ）は、便器洗浄の基本動作を例示するタイミングチャート図であり
、図１０（ｂ）は、局部洗浄の基本動作を例示するタイミングチャート図である。
【００５２】
　図１０（ａ）に表したように、使用者が操作装置１００または操作ハンドル３０３を操
作して便器５００の「大」洗浄または「小」洗浄を実行すると、制御部２００は便器洗浄
水供給手段３０２の有する洗浄モータを駆動させる。洗浄モータが駆動すると、これと連
動してロータンク３１０への給水が開始され、一方で、便器５００のボウル５１０内に便
器洗浄水が排水（供給）される。なお、ロータンク３１０の内部には、ロータンク３１０
の給水弁を自動的に開閉する図示しないボールタップが設けられている。
【００５３】
　ロータンク３１０内の便器洗浄水がボウル５１０内に排水されてから、所定時間Ｔ１が
経過すると、排水弁が自動的に閉塞され、ボウル５１０内への排水が停止する。一方、ロ
ータンク３１０への給水は継続する。続いて、排水弁が閉塞されてから所定時間Ｔ２が経
過すると、ロータンク３１０内が満水となり、ボールタップにより自動的に給水弁が閉塞
され、ロータンク３１０への給水が停止する。
【００５４】
　また、図１０（ｂ）に表したように、使用者が操作装置１００を操作して「おしり」洗
浄や「ビデ」洗浄などを実行すると、局部洗浄装置においては、まず前洗浄が行われる。
前洗浄とは、局部洗浄ノズル４０４を進出させる前の洗浄として、ノズル洗浄室４０６が
局部洗浄ノズル４０４の外周に水を噴射してその胴体を洗浄することをいう。この前洗浄
が行われる際には、局部洗浄電磁弁が開放され、ヒータが駆動する。ここで、ヒータとは
、図４に関して前述したように、使用者が局部洗浄水に対して冷たさを感じないように、
局部洗浄水を所定温度に温める装置である。
【００５５】
　前洗浄が完了すると、制御部２００は、ノズル駆動手段４０２の有するノズルモータを
駆動させ、局部洗浄ノズル４０４をボウル５１０内に進出させる。この際には、局部洗浄
電磁弁は閉止され、ヒータは駆動していない。局部洗浄ノズル４０４の進出が完了すると
、制御部２００は局部洗浄電磁弁を開放し、局部洗浄を実行する。このとき、ヒータも同
時に駆動し、局部洗浄水を温めている。使用者が操作装置１００の「止」スイッチを操作
すると、制御部２００は局部洗浄電磁弁を閉止し、ヒータの駆動も停止する。一方、制御
部２００はノズルモータを駆動させ、局部洗浄ノズル４０４を収納する。局部洗浄ノズル
４０４の収納が完了すると、ノズル洗浄室４０６は、局部洗浄ノズル４０４の後洗浄を行
う。
【００５６】
　このような便器洗浄および局部洗浄の基本動作に対して、本実施形態のトイレ装置は、
図２～図６に関して前述したように、便器洗浄水供給手段３０２による便器洗浄水の供給
と、ノズル駆動手段４０２による局部洗浄ノズル４０４の進出と、を同時に実行しないよ
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うにすることができる。
【００５７】
　図１１は、本具体例のトイレ装置の動作を例示するタイミングチャート図である。　
　図１１に表した動作は、便器洗浄中に局部洗浄が操作された場合には、局部洗浄の実行
を禁止し、便器洗浄の動作を優先的に実行する動作であり、図２に表したフローチャート
図に対応するタイミングチャート図である。
【００５８】
　使用者が操作装置１００または操作ハンドル３０３を操作して便器５００の「大」洗浄
または「小」洗浄を実行し、ロータンク３１０への給水が行われている際に、使用者が操
作装置１００の「おしり」洗浄や「ビデ」洗浄などのスイッチを操作した場合には、制御
部２００は、図１１に表したように、この「おしり」洗浄や「ビデ」洗浄などのスイッチ
の操作を受け付けない。したがって、ロータンク３１０への給水の動作Ｍ１と、局部洗浄
電磁弁が開放する動作と、が重複することはなく、給水圧が低下して必要な水圧が得られ
ないということはない。すなわち、便器洗浄と局部洗浄とが同時に行われて給水圧が低下
することによって、便器洗浄性能および局部洗浄性能が損なわれるということはない。
【００５９】
　図１２は、本具体例のトイレ装置の他の動作を例示するフローチャート図である。　
　図１２に表したフローチャート図の動作は、図２に表したフローチャート図の動作の変
形例である。　
　制御部２００は、現在便器洗浄が動作中であるか否かを判断し（ステップＳ１０２）、
便器洗浄が動作中でないと判断した場合には（ステップＳ１０２：ＮＯ）、続いて便器洗
浄動作が完了した後に所定時間Ｔｓが経過したか否かを判断する（ステップＳ１２０）。
ここで、所定時間Ｔｓとは、ロータンク３１０が満水になるまでの給水時間をいう。便器
洗浄動作が完了した後に所定時間Ｔｓが経過していれば（ステップＳ１２０：ＹＥＳ）、
制御部２００は、局部洗浄を実行する（ステップＳ１０４）。すなわち、ロータンク３１
０が満水となり給水が停止していれば、ロータンク３１０への給水の動作Ｍ１と、局部洗
浄電磁弁が開放する動作と、が重複することはないため（図１１参照）、給水圧が低下す
ることによって、便器洗浄性能および局部洗浄性能が損なわれるということはない。
【００６０】
　一方、便器洗浄動作が完了した後に所定時間Ｔｓが経過していなければ（ステップＳ１
２０：ＮＯ）、制御部２００は、局部洗浄を実行することなくステップＳ１００へ戻る。
すなわち、便器洗浄の動作中でなくとも、ロータンク３１０への給水が完了していなけれ
ば、ロータンク３１０への給水の動作Ｍ１と、局部洗浄電磁弁が開放する動作と、が重複
するため、制御部２００は局部洗浄を実行しない。その他の動作については、図２に関し
て前述した動作と同様である。
【００６１】
　このように、便器洗浄動作が完了した後に所定時間Ｔｓ（給水時間）が経過したか否か
を判断することにより、ロータンク３１０内が満水にならなければ局部洗浄が実行されな
い。したがって、給水圧が低下して必要な水圧が得られないことにより、局部洗浄性能お
よび便器洗浄性能が損なわれることをより確実に防止することができる。
【００６２】
　図１３は、本具体例のトイレ装置のさらに他の動作を例示するタイミングチャート図で
ある。　
　図１３に表した動作は、局部洗浄中に便器洗浄が操作された場合には、便器洗浄の実行
を禁止し、局部洗浄の動作を優先的に実行する動作であり、図３に表したフローチャート
図に対応するタイミングチャート図である。
【００６３】
　使用者が操作装置１００の「おしり」洗浄や「ビデ」洗浄のスイッチを操作して、局部
洗浄を実行している際に、使用者が操作装置１００の「大」洗浄や「小」洗浄を操作した
場合には、制御部２００は、図１３に表したように、この「大」洗浄や「小」洗浄の操作
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を受け付けない。したがって、局部洗浄電磁弁が開放する動作Ｍ３およびＭ４と、ロータ
ンク３１０への給水の動作と、が重複することはなく、給水圧が低下して必要な水圧が得
られないということはない。
【００６４】
　なお、図１３においては、局部洗浄ノズル４０４が進出している途中に、使用者が操作
装置１００を操作した場合を例に挙げたが、これだけに限られるわけではなく、局部洗浄
ノズル４０４の前洗浄の動作中（Ｍ３）または局部洗浄の動作中（Ｍ４）に、使用者が操
作装置１００を操作した場合であっても、制御部２００はこの操作を受け付けないため、
局部洗浄電磁弁が開放する動作Ｍ３およびＭ４と、ロータンク３１０への給水の動作と、
が重複することはない。これにより、図１１に関して前述したように、便器洗浄と局部洗
浄とが同時に行われて給水圧が低下することによって、便器洗浄性能および局部洗浄性能
が損なわれるということはない。　
　また、操作ハンドル３０３を操作しようとした場合には、操作ハンドル３０３に図示せ
ぬロック機構を設けておき、局部洗浄を実行している間にはロック機構が働いて操作ハン
ドル３０３が動かないようにすればよい。
【００６５】
　図１４は、本具体例のトイレ装置のさらに他の動作を例示するタイミングチャート図で
ある。　
　図１４に表した動作は、局部洗浄中に便器洗浄が操作された場合には、局部洗浄の動作
を途中で中止し、便器洗浄の動作を優先的に実行する動作であり、図５に表したフローチ
ャート図に対応するタイミングチャート図である。
【００６６】
　使用者が操作装置１００の「おしり」洗浄や「ビデ」洗浄のスイッチを操作して、局部
洗浄を実行している際に、使用者が操作装置１００の「大」洗浄や「小」洗浄を操作した
場合には、制御部２００は、便器洗浄をすぐには実行せず、ヒータの動作を停止して局部
洗浄電磁弁を閉止しつつ、ノズルモータを駆動して局部洗浄ノズル４０４を収納する。し
たがって、局部洗浄電磁弁が開放する動作Ｍ６およびＭ７と、ロータンク３１０への給水
の動作Ｍ１０と、が重複することはない。
【００６７】
　続いて、局部洗浄ノズル４０４の収納が完了し、局部洗浄ノズル４０４の後洗浄が実行
されると、制御部２００は、洗浄モータを駆動して便器洗浄の動作を開始する。すなわち
、局部洗浄の電磁弁が後洗浄のために開放する動作Ｍ８と、ロータンク３１０への給水の
動作Ｍ１０と、は重複する。このように、動作Ｍ８と動作Ｍ１０とが重複したとしても、
図５に関して前述したように、後洗浄の実行時間は短いため、給水圧の低下が問題になる
おそれは少ない。したがって、便器洗浄性能および局部洗浄性能が損なわれるおそれは少
ない。　
　また、前述したとおり、操作ハンドル３０３を操作しようとした場合には、操作ハンド
ル３０３に図示せぬロック機構を設けておき、局部洗浄を実行している間にはロック機構
が働いて操作ハンドル３０３が動かないようにすればよい。
【００６８】
　図１５は、直圧電磁弁駆動式のトイレ装置を例示する模式図である。すなわち、図１５
（ａ）は、本具体例のトイレ装置の平面模式図であり、図１５（ｂ）は、本具体例のトイ
レ装置の側面模式図である。　
　本具体例のトイレ装置は、便器（大便器）５００と、この便器５００の上面に配置され
た便座４３２と、便座４を覆うように配置された便蓋４３４と、便蓋４３４を開閉する電
動開閉装置４４２と、便器５００の後方上部に配置されたケーシング４３０と、人体を検
知する人体検知手段４４０と、を備えている。本具体例においては、人体検知手段４４０
として、便器５００の前に立つ人体の有無を検知する人体検知センサ、または便座４３２
に着座した人の有無を検知する着座センサのいずれかを用いることができる。さらに、便
器５００の後方には、便器５００に便器洗浄水を供給する便器洗浄水供給手段３０２と制
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御部２００が配置されており、この便器洗浄水供給手段３０２はサイドパネル３００ａに
より覆われている。また、制御部２００は、操作装置１００との間で制御信号の受信又は
送信を行う。
【００６９】
　便器５００には、汚物を受けるボウル５１０と、このボウル５１０の底部から延びる排
水トラップ管路５２４と、ゼット吐水を行うゼット吐水口５２２と、リム吐水を行うリム
吐水口５２０と、設けられている。　
　ゼット吐水口５２２は、ボウル５１０の底部に形成されており、排水トラップ管路５２
４の入口に指向してほぼ水平に配置され、便器洗浄水を排水トラップ管路５２４に向けて
吐出するようになっている。　
　リム吐水口５２０は、ボウル５１０の左側上部後方に形成されており、ボウル５１０の
上縁に沿って便器洗浄水を吐出するようになっている。　
　排水トラップ管路５２４は、入口部５２４ａと、この入口部５２４ａから上昇するトラ
ップ上昇管５２４ｂと、このトラップ上昇管５２４ｂから下降するトラップ下降管５２４
ｃと、を有し、トラップ上昇管５２４ｂとトラップ下降管５２４ｃとの間が頂部５２４ｄ
となっている。
【００７０】
　便器洗浄水供給手段３０２は、図１５（ｂ）に表したように、リム吐水口５２０へ導く
給水管路を開閉するリム電磁弁３０４と、ゼット吐水口へ導く給水管路を開閉するゼット
電磁弁３０６と、を内蔵している。リム電磁弁３０４およびゼット電磁弁３０６は、便器
洗浄水を供給する水道に直結されており、水道の給水圧力によりリム吐水口５２０および
ゼット吐水口５２２から便器洗浄水が吐出される。
【００７１】
　図１６は、本具体例のトイレ装置の基本動作を例示するタイミングチャート図である。
すなわち、図１６（ａ）は、便器洗浄の基本動作を例示するタイミングチャート図であり
、図１６（ｂ）は、局部洗浄の基本動作を例示するタイミングチャート図である。　
　なお、図１６（ｂ）に表した局部洗浄の基本動作は、図１０（ｂ）に表した局部洗浄の
基本動作と同様であるため、その詳細な説明は省略する。
【００７２】
　図１６（ａ）に表したように、使用者が操作装置１００を操作して便器５００の「大」
洗浄または「小」洗浄を実行すると、制御部２００は、まずリム電磁弁３０４を開放して
リム吐水口５２０から便器洗浄水を吐水し、ボウル５１０の洗浄動作を行う。続いて、リ
ム電磁弁３０４を開放して所定時間Ｔ５が経過すると、制御部２００は、リム電磁弁３０
４を閉止してボウル５１０の洗浄動作を停止する。これと略同時に、ゼット電磁弁３０６
を開放してゼット吐水口５２２から便器洗浄水を吐水し、ボウル５１０内の汚物を排水ト
ラップ管路５２４に向けて排出する。続いて、ゼット電磁弁３０６を開放して所定時間Ｔ
６が経過すると、制御部２００は、ゼット電磁弁３０６を閉止して汚物の排出を停止する
。これと略同時に、リム電磁弁３０４を所定時間Ｔ７だけ再び開放してリム吐水口５２０
から便器洗浄水を吐水し、ボウル５１０に封水を確保する。
【００７３】
　このような便器洗浄および局部洗浄の基本動作に対して、本実施形態のトイレ装置は、
図２～図６に関して前述したように、便器洗浄水供給手段３０２による便器洗浄水の供給
と、ノズル駆動手段４０２による局部洗浄ノズル４０４の進出と、を同時に実行しないよ
うにすることができる。
【００７４】
　図１７は、本具体例のトイレ装置の動作を例示するタイミングチャート図である。　
　図１７に表した動作は、便器洗浄中に局部洗浄が操作された場合には、局部洗浄の実行
を禁止し、便器洗浄の動作を優先的に実行する動作であり、図２に表したフローチャート
図に対応するタイミングチャート図である。
【００７５】
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　使用者が操作装置１００を操作して便器５００の「大」洗浄または「小」洗浄を実行し
、リム吐水口５２０またはゼット吐水口５２２から便器洗浄水が吐水されている際に、使
用者が操作装置１００の「おしり」洗浄や「ビデ」洗浄などのスイッチを操作した場合に
は、制御部２００は、図１７に表したように、この「おしり」洗浄や「ビデ」洗浄などの
スイッチの操作を受け付けない。したがって、リム電磁弁３０４が開放する動作Ｍ１１及
びＭ１２、並びにゼット電磁弁３０６が開放する動作Ｍ１３と、局部洗浄電磁弁が開放す
る動作と、が重複することはなく、給水圧が低下して必要な水圧が得られないということ
はない。すなわち、便器洗浄と局部洗浄とが同時に行われて給水圧が低下することによっ
て、便器洗浄性能および局部洗浄性能が損なわれるということはない。
【００７６】
　但し、ゼット吐水口５２２から便器洗浄水を吐水してボウル５１０内の汚物を排水トラ
ップ管路５２４に向けて排出する前の動作であって、リム吐水口５２０から便器洗浄水を
吐水してボウル５１０の洗浄動作を行う際に、使用者が局部洗浄の操作をした場合には、
便器洗浄を停止して局部洗浄の動作を割り込ませて優先的に実行してもよい。これは、リ
ム吐水口５２０から便器洗浄水を吐水してボウル５１０の洗浄動作を行う動作においては
、未だ封水が確保されており、この段階で便器洗浄を停止させたとしても、封水切れが生
じてボウル５１０と外部配水管Ｄとが連通することはないためである。すなわち、外部配
水管Ｄに排出された排泄物などの臭いが、ボウル５１０に伝わってくることはない。ここ
で、封水切れとは、ボウル５１０と、外部配水管Ｄと、が封水５５０によって仕切られる
ことなく連通した状態をいう。
【００７７】
　図１８は、本具体例のトイレ装置の他の動作を例示するタイミングチャート図である。
　図１８に表した動作は、局部洗浄中に便器洗浄が操作された場合には、便器洗浄の実行
を禁止し、局部洗浄の動作を優先的に実行する動作であり、図３に表したフローチャート
図に対応するタイミングチャート図である。
【００７８】
　使用者が操作装置１００の「おしり」洗浄や「ビデ」洗浄のスイッチを操作して、局部
洗浄を実行している際に、使用者が操作装置１００の「大」洗浄や「小」洗浄を操作した
場合には、制御部２００は、図１８に表したように、この「大」洗浄や「小」洗浄の操作
を受け付けない。したがって、局部洗浄ノズル４０４が進出する動作および進出した動作
Ｍ１５と、リム電磁弁３０４およびゼット電磁弁３０６が開放する動作と、が重複するこ
とはない。すなわち、リム電磁弁３０４が開放してリム吐水口５２０から便器洗浄水が吐
水されることはないため、局部洗浄ノズル４０４と、リム吐水口５２０から吐水された便
器洗浄水と、が干渉することはない。
【００７９】
　これに対して、局部洗浄を実行している際に「大」洗浄や「小」洗浄の操作を受け付け
る比較例によれば、局部洗浄ノズル４０４が進出する動作および進出した動作Ｍ１５と、
リム電磁弁３０４が開放してリム吐水口５２０から便器洗浄水が吐水される動作Ｍ１７お
よびＭ１８と、が重複する。そのため、図７および図８に関して前述したように、水跳ね
や不洗浄区域が生ずるおそれがある。つまり、便器洗浄性能および局部洗浄性能が損なわ
れるおそれがある。
【００８０】
　図１９は、本具体例のトイレ装置の他の動作を例示するタイミングチャート図である。
　図１９に表した動作は、図１８に表した動作と同様に、局部洗浄中に便器洗浄が操作さ
れた場合には、便器洗浄の実行を禁止し、局部洗浄の動作を優先的に実行する動作であり
、図３に表したフローチャート図に対応するタイミングチャート図である。
【００８１】
　図１８に関して前述したように、局部洗浄を実行している際には「大」洗浄や「小」洗
浄の操作を受け付けないため、局部洗浄電磁弁が開放する動作Ｍ１９およびＭ２０と、リ
ム電磁弁３０４およびゼット電磁弁３０６が開放する動作と、が重複することはない。そ
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のため、給水圧が低下して必要な水圧が得られないということはない。
【００８２】
　これに対して、局部洗浄を実行している際に「大」洗浄や「小」洗浄の操作を受け付け
る比較例によれば、リム電磁弁３０４が開放する動作Ｍ２２及びＭ２３、並びにゼット電
磁弁３０６が開放する動作Ｍ２４と、局部洗浄電磁弁が開放する動作Ｍ２０と、が重複す
る。そのため、給水圧が低下して必要な水圧が得られないおそれがある。つまり、便器洗
浄性能および局部洗浄性能が損なわれるおそれがある。
【００８３】
　なお、本具体例のトイレ装置においても、図１４に関して前述した動作と同様に、局部
洗浄中に便器洗浄が操作された場合には、局部洗浄の動作を途中で中止し、便器洗浄の動
作を優先的に実行することもできる。
【００８４】
　図２０は、直圧タンクポンプ駆動式のトイレ装置を例示する模式図である。すなわち、
図２０（ａ）は、本具体例のトイレ装置の平面模式図であり、図２０（ｂ）は、本具体例
のトイレ装置の側面模式図である。　
　本具体例のトイレ装置の便器洗浄水供給手段３０２は、図２０（ｂ）に表したように、
給水管路を開閉する便器洗浄電磁弁３０８と、便器洗浄水をゼット吐水口５２２とリム吐
水口５２０とに分配する給水路切替弁（リム電磁弁）３２０と、ゼット吐水口５２２に給
水する便器洗浄水を貯水するゼット用タンク３１２と、貯水された便器洗浄水を加圧して
ゼット吐水口５２２に供給するゼットポンプ３１４と、を内蔵している。
【００８５】
　便器洗浄電磁弁３０８は、便器洗浄水を供給する水道に直結されており、水道の給水圧
力によりリム吐水口５２０から便器洗浄水が吐出される。一方、ゼット吐水に関しては、
便器洗浄水供給手段３０２に内蔵されたゼット用タンク３１２に貯水された便器洗浄水を
ゼットポンプ３１４によって加圧して、大流量で便器洗浄水がゼット吐水口５２２から吐
出される。なお、その他の構造については、図１５に表したトイレ装置と同様である。
【００８６】
　図２１は、本具体例のトイレ装置の基本動作を例示するタイミングチャート図である。
すなわち、図２１（ａ）は、便器洗浄の基本動作を例示するタイミングチャート図であり
、図２１（ｂ）は、局部洗浄の基本動作を例示するタイミングチャート図である。　
　なお、図２１（ｂ）に表した局部洗浄の基本動作は、図１０（ｂ）に表した局部洗浄の
基本動作と同様であるため、その詳細な説明は省略する。
【００８７】
　図２１（ａ）に表したように、使用者が操作装置１００を操作して便器５００の「大」
洗浄または「小」洗浄を実行すると、制御部２００は、まず便器洗浄電磁弁３０８を開放
しつつ、給水路切替弁（リム電磁弁）３２０の給水先をリム吐水口５２０に切り替えて、
リム吐水口５２０から便器洗浄水を吐水し、ボウル５１０の洗浄動作を行う。続いて、給
水路切替弁３２０の給水先をリム吐水口５２０に切り替えて所定時間Ｔ１０が経過すると
、制御部２００は、給水路切替弁３２０の給水先をゼット吐水口５２２に切り替えつつ、
ゼットポンプ３１４を駆動してゼット吐水口５２２から便器洗浄水を吐水し、ボウル５１
０内の汚物を排水トラップ管路５２４に向けて排出する。
【００８８】
　また、ゼットポンプ３１４を駆動するタイミングと略同時に、図示しないフロートスイ
ッチが「切」に切り替わり、ゼット用タンク３１２への給水を開始する。なお、フロート
スイッチとは、ゼット用タンク３１２に貯水された水の満水状態を検知するものであり、
ゼット用タンク３１２が満水の場合には「入」に切り替わり、ゼット用タンク３１２が満
水でない場合には「切」に切り替わる。
【００８９】
　続いて、給水路切替弁３２０の給水先をゼット吐水口５２２に切り替えて所定時間Ｔ１
１が経過すると、制御部２００は、再び、給水路切替弁３２０の給水先をリム吐水口５２
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０に切り替えてリム吐水口５２０から便器洗浄水を吐水し、ボウル５１０に封水を確保す
る。このとき、給水路切替弁３２０の給水先はリム吐水口５２０に切り替えられるため、
ゼット用タンク３１２への給水の駆動は、一旦停止する。
【００９０】
　続いて、給水路切替弁３２０の給水先をリム吐水口５２０に切り替えて所定時間Ｔ１２
が経過し、封水が確保されると、制御部２００は、再び、給水路切替弁３２０の給水先を
ゼット吐水口５２２に切り替えて、ゼット用タンク３１２への給水を再開する。ゼット用
タンク３１２が満水になるとフロートスイッチは「入」に切り替わり、ゼット用タンク３
１２への給水が開始されてから所定時間Ｔｓが経過すると、ゼット用タンク３１２への給
水の駆動は停止する。これと略同時に、制御部２００は便器洗浄電磁弁３０８を閉止する
。
【００９１】
　このような便器洗浄および局部洗浄の基本動作に対して、本実施形態のトイレ装置は、
図２～図６に関して前述したように、便器洗浄水供給手段３０２による便器洗浄水の供給
と、ノズル駆動手段４０２による局部洗浄ノズル４０４の進出と、を同時に実行しないよ
うにすることができる。
【００９２】
　図２２は、本具体例のトイレ装置の動作を例示するタイミングチャート図である。　
　図２２に表した動作は、局部洗浄中に便器洗浄が操作された場合には、便器洗浄の実行
を禁止し、局部洗浄の動作を優先的に実行する動作であり、図３に表したフローチャート
図に対応するタイミングチャート図である。
【００９３】
　使用者が操作装置１００の「おしり」洗浄や「ビデ」洗浄のスイッチを操作して、局部
洗浄を実行している際に、使用者が操作装置１００の「大」洗浄や「小」洗浄を操作した
場合には、制御部２００は、図２２に表したように、この「大」洗浄や「小」洗浄の操作
を受け付けない。したがって、局部洗浄水を所定温度に温めるヒータの動作Ｍ２５と、ゼ
ットポンプ３１４の動作と、が重複することはない。
【００９４】
　局部洗浄水を所定温度に温めるヒータを動作させるためには、大きな電流が必要となる
。一方、ゼットポンプ３１４を動作させる際にも、大きな電流が必要となる。したがって
、ヒータの動作とゼットポンプ３１４の動作とが重複すると、必要な電流が得られず、局
部洗浄と便器洗浄との性能が低下するおそれがある。本具体例のトイレ装置の動作によれ
ば、ヒータの動作Ｍ２５と、ゼットポンプ３１４の動作と、が重複することはないため、
必要な電流が得られないことはなく、便器洗浄性能および局部洗浄性能が損なわれるとい
うことはない。
【００９５】
　これに対して、局部洗浄を実行している際に「大」洗浄や「小」洗浄の操作を受け付け
る比較例によれば、ゼットポンプ３１４の動作Ｍ２７と、ヒータの動作Ｍ２５と、が重複
するため、必要な電流が得られず、局部洗浄と便器洗浄との性能が低下するおそれがある
。つまり、便器洗浄性能および局部洗浄性能が損なわれるおそれがある。
【００９６】
　図２３は、本具体例のトイレ装置の他の動作を例示するタイミングチャート図である。
　図２３に表した動作は、局部洗浄中に便器洗浄が操作された場合には、局部洗浄の動作
を途中で中止し、便器洗浄の動作を優先的に実行する動作であり、図４および図５に表し
たフローチャート図に対応するタイミングチャート図である。
【００９７】
　使用者が操作装置１００の「おしり」洗浄や「ビデ」洗浄のスイッチを操作して、局部
洗浄を実行している際に、使用者が操作装置１００の「大」洗浄や「小」洗浄を操作した
場合には、制御部２００は、便器洗浄をすぐには実行せず、ヒータの動作を停止して局部
洗浄電磁弁を閉止しつつ、ノズルモータを駆動して局部洗浄ノズル４０４を収納する。し
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たがって、局部洗浄水を所定温度に温めるヒータの動作Ｍ２８と、ゼットポンプ３１４の
動作Ｍ３１と、が重複することはない。
【００９８】
　続いて、局部洗浄ノズル４０４の収納が開始されるタイミングと略同時に、制御部２０
０は、給水路切替弁（リム電磁弁）３２０およびゼットポンプ３１４を駆動させて便器洗
浄の動作を開始する。このとき、局部洗浄ノズル４０４の後洗浄が開始されても、制御部
２００はヒータを駆動しない。これにより、後洗浄におけるヒータの動作と、ゼットポン
プ３１４の動作Ｍ３１と、が重複することを防止することができる。その結果、ヒータの
動作Ｍ２８と、ゼットポンプ３１４の動作Ｍ３１と、が重複することはないため、必要な
電流が得られないことはなく、便器洗浄性能および局部洗浄性能が損なわれるということ
はない。
【００９９】
　図２４は、本具体例のトイレ装置のさらに他の動作を例示するタイミングチャート図で
ある。　
　図２４に表した動作は、図２３に表した動作と同様に、局部洗浄中に便器洗浄が操作さ
れた場合には、局部洗浄の動作を途中で中止し、便器洗浄の動作を優先的に実行する動作
であり、図３および図５に表したフローチャート図に対応するタイミングチャート図であ
る。
【０１００】
　使用者が操作装置１００の「おしり」洗浄や「ビデ」洗浄のスイッチを操作して、局部
洗浄を実行している際に、使用者が操作装置１００の「大」洗浄や「小」洗浄を操作した
場合には、図２３に表した動作と同様に、制御部２００は、便器洗浄をすぐには実行せず
、ヒータの動作を停止して電磁弁を閉止しつつ、ノズルモータを駆動して局部洗浄ノズル
４０４を収納する。
【０１０１】
　続いて、局部洗浄ノズル４０４の収納が完了し、さらに局部洗浄ノズル４０４の後洗浄
が完了すると、制御部２００は、給水路切替弁（リム電磁弁）３２０およびゼットポンプ
３１４を駆動させて便器洗浄の動作を開始する。したがって、ヒータの動作Ｍ３２および
Ｍ３３と、ゼットポンプ３１４の動作Ｍ３４が重複することはないため、必要な電流が得
られないことはなく、便器洗浄性能および局部洗浄性能が損なわれるということはない。
【０１０２】
　なお、本具体例のトイレ装置においても、図１１に関して前述した動作と同様に、便器
洗浄中に局部洗浄が操作された場合には、局部洗浄の実行を禁止し、便器洗浄の動作を優
先的に実行することができる。但し、この動作において、ゼットポンプ３１４を駆動して
ゼット吐水口５２２から便器洗浄水を吐水する前の動作であって、リム吐水口５２０から
便器洗浄水を吐水する際に、使用者が局部洗浄の操作した場合には、便器洗浄を停止して
局部洗浄の動作を割り込ませて優先的に実行してもよい。これは、便器洗浄の初期段階に
おいては、大きな電流が必要となるゼットポンプ３１４が駆動することはなく、局部洗浄
水を所定温度に温めるヒータの動作と、ゼットポンプ３１４の駆動と、が重複して必要な
電流が得られないということはないためである。
【０１０３】
　図２５は、回動トラップ式のトイレ装置を例示する模式図である。　
　本具体例のトイレ装置は、ボウル５１０を有する便器（大便器）５００と、便器５００
の後方上部に配置されたケーシング４３０と、便器５００の後方下部に設けられボウル５
１０内に一定の封水を確保するための回動トラップ部５４０と、を備えている。ケーシン
グ４３０の内部には、制御部２００と、便器洗浄電磁弁３１６と、回動トラップ部５４０
の最上位置と最下位置とをそれぞれ検知する検知センサ３１８と、が設けられている。便
器洗浄電磁弁３１６は、例えば、水道に直結されており、便器洗浄電磁弁３１６を開放す
ることによりボウル５１０内に封水を確保することができる。またさらに、例えば壁面な
どに、操作装置１００が設けられている。
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【０１０４】
　図２６は、本具体例のトイレ装置の基本動作を例示するタイミングチャート図である。
　図２６に表したように、使用者が操作装置１００を操作して便器５００の「大」洗浄ま
たは「小」洗浄を実行すると、制御部２００は、図２５（ａ）から図２５（ｂ）に表した
ように、図示しないモータを駆動して回動トラップ部５４０を矢印Ａの方向に下回動させ
つつ、便器洗浄電磁弁３１６を開放する。その結果、封水５５０は回動トラップ部５４０
の上部から矢印Ａ２の方向に排出される。
【０１０５】
　続いて、封水５５０の容量がＥに表した容量分だけ減少すると、制御部２００は、図２
５（ｂ）から図２５（ｃ）に表したように、回動トラップ部５４０をさらに矢印Ａ４の方
向に下回動させ、封水５５０を汚物と共に一気にＡ３の方向に排出する。検知センサ３１
８が回動トラップ部５４０の最下位置を検知してから所定時間Ｔ１５が経過すると、制御
部２００は、図示しないモータを駆動して回動トラップ部５４０を上回転させる。回動ト
ラップ部５４０が上回転し、検知センサ３１８が回動トラップ部５４０の最上位置を検知
すると、制御部２００は回動トラップ部５４０の回動を停止させる。その後、所定時間Ｔ
１６が経過し、ボウル５１０内に封水５５０が確保されると、制御部２００は便器洗浄電
磁弁３１６を閉止して例えば水道からの給水を停止する。
【０１０６】
　このような便器洗浄の基本動作に対して、本実施形態のトイレ装置は、図２～図６に関
して前述したように、便器洗浄水供給手段３０２による便器洗浄水の供給と、ノズル駆動
手段４０２による局部洗浄ノズル４０４の進出と、を同時に実行しないようにすることが
できる。
【０１０７】
　図２７は、本具体例のトイレ装置の動作を例示するタイミングチャート図である。　
　図２７に表した動作は、便器洗浄中に局部洗浄が操作された場合には、局部洗浄の実行
を禁止し、便器洗浄の動作を優先的に実行する動作であり、図２に表したフローチャート
図に対応するタイミングチャート図である。
【０１０８】
　使用者が操作装置１００を操作して便器５００の「大」洗浄または「小」洗浄を実行し
、ボウル５１０へ便器洗浄水が吐水されている際に、使用者が操作装置１００の「おしり
」洗浄や「ビデ」洗浄などのスイッチを操作した場合には、制御部２００は、図２７に表
したように、この「おしり」洗浄や「ビデ」洗浄などのスイッチの操作を受け付けない。
したがって、便器洗浄電磁弁３１６が開放する動作Ｍ３５と、局部洗浄電磁弁が開放する
動作と、が重複することはなく、給水圧が低下して必要な水圧が得られないということは
ない。すなわち、便器洗浄と局部洗浄とが同時に行われて給水圧が低下することによって
、便器洗浄性能および局部洗浄性能が損なわれるということはない。
【０１０９】
　なお、本具体例のトイレ装置の動作において、回動トラップ部５４０が下回転し、封水
切れを生ずる前に、使用者が局部洗浄の操作をした場合には、便器洗浄を停止して局部洗
浄の動作を割り込ませて優先的に実行してもよい。ここで、封水切れとは、例えば図２５
（ｃ）に表したような状態であり、前述したように、ボウル５１０と、外部配水管Ｄと、
が封水５５０によって仕切られることなく連通した状態をいう。封水切れが生ずる前に便
器洗浄を停止させたとしても、ボウル５１０と外部配水管Ｄとが連通することはないため
、外部配水管Ｄに排出された排泄物などの臭いが、ボウル５１０に伝わってくることはな
い。
【０１１０】
　図２８は、本具体例のトイレ装置のさらに他の動作を例示するタイミングチャート図で
ある。　
　図２８に表した動作は、局部洗浄中に便器洗浄が操作された場合には、局部洗浄の動作
を途中で中止し、便器洗浄の動作を優先的に実行する動作であり、図５に表したフローチ
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ャート図に対応するタイミングチャート図である。
【０１１１】
　使用者が操作装置１００の「おしり」洗浄や「ビデ」洗浄のスイッチを操作して、局部
洗浄を実行している際に、使用者が操作装置１００「大」洗浄や「小」洗浄を操作した場
合には、制御部２００は、便器洗浄をすぐには実行せず、ヒータの動作を停止して局部洗
浄電磁弁を閉止しつつ、ノズルモータを駆動して局部洗浄ノズル４０４を収納する。した
がって、局部洗浄電磁弁が開放する動作Ｍ３６およびＭ３７と、便器洗浄電磁弁３１６が
開放する動作Ｍ３９と、が重複することはない。
【０１１２】
　続いて、局部洗浄ノズル４０４の収納が完了し、局部洗浄ノズル４０４の後洗浄が実行
されると、制御部２００は、便器洗浄電磁弁３１６を開放して便器洗浄の動作を開始する
。すなわち、局部洗浄電磁弁が後洗浄のために開放する動作Ｍ３８と、便器洗浄電磁弁３
１６が開放する動作Ｍ３９と、は重複する。このように、動作Ｍ３８と動作Ｍ３９とが重
複したとしても、図５に関して前述したように、後洗浄の実行時間は短いため、給水圧の
低下が問題になるおそれは少ない。したがって、便器洗浄性能および局部洗浄性能が損な
われるおそれは少ない。
【０１１３】
　なお、本具体例のトイレ装置においても、図１３に表した動作と同様に、局部洗浄中に
便器洗浄が操作された場合には、便器洗浄の実行を禁止し、局部洗浄の動作を優先的に実
行することもできる。
【０１１４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、便器洗浄水供給手段３０２による便器洗浄
水の供給と、ノズル駆動手段４０２による局部洗浄ノズル４０４の進出と、を同時に実行
しないようにすることができる。これにより、便器洗浄水と局部洗浄ノズル４０４とが干
渉することはなく、水跳ねや不洗浄区域が生ずることはない。また、給水圧が低下して必
要な水圧が得られないということはない。さらに、局部洗浄に関する電力と、便器洗浄に
関する電力と、が重複して必要な電力が得られないということはない。したがって、便器
洗浄性能および局部洗浄性能が損なわれるということはない。
【０１１５】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの記述に限定さ
れるものではない。前述の実施の形態に関して、当業者が適宜設計変更を加えたものも、
本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、トイレ装置や局部
洗浄ノズル４０４などが備える各要素の形状、寸法、材質、配置などや操作装置１００お
よび制御部２００の設置形態などは、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更す
ることができる。　
　また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わ
せることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包
含される。
【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】本発明の実施の形態にかかるトイレ装置の構成を例示するブロック図である。
【図２】本実施形態にかかるトイレ装置の動作の具体例を例示するフローチャート図であ
る。
【図３】本実施形態にかかるトイレ装置の動作の他の具体例を例示するフローチャート図
である。
【図４】本実施形態にかかるトイレ装置の動作のさらに他の具体例を例示するフローチャ
ート図である。
【図５】図４に表した動作の変形例を例示するフローチャート図である。
【図６】図４に表した動作の他の変形例を例示するフローチャート図である。
【図７】本実施形態にかかるトイレ装置の一例を例示する模式図である。
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【図８】図７に例示したトイレ装置の一部拡大斜視図である。
【図９】密結タンク式（ロータンク式）のトイレ装置を例示する模式図である。
【図１０】本具体例のトイレ装置の基本動作を例示するタイミングチャート図である。
【図１１】本具体例のトイレ装置の動作を例示するタイミングチャート図である。
【図１２】本具体例のトイレ装置の他の動作を例示するフローチャート図である。
【図１３】本具体例のトイレ装置のさらに他の動作を例示するタイミングチャート図であ
る。
【図１４】本具体例のトイレ装置のさらに他の動作を例示するタイミングチャート図であ
る。
【図１５】直圧電磁弁駆動式のトイレ装置を例示する模式図である。
【図１６】本具体例のトイレ装置の基本動作を例示するタイミングチャート図である。
【図１７】本具体例のトイレ装置の動作を例示するタイミングチャート図である。
【図１８】本具体例のトイレ装置の他の動作を例示するタイミングチャート図である。
【図１９】本具体例のトイレ装置の他の動作を例示するタイミングチャート図である。
【図２０】直圧タンクポンプ駆動式のトイレ装置を例示する模式図である。
【図２１】本具体例のトイレ装置の基本動作を例示するタイミングチャート図である。
【図２２】本具体例のトイレ装置の動作を例示するタイミングチャート図である。
【図２３】本具体例のトイレ装置の他の動作を例示するタイミングチャート図である。
【図２４】本具体例のトイレ装置のさらに他の動作を例示するタイミングチャート図であ
る。
【図２５】回動トラップ式のトイレ装置を例示する模式図である。
【図２６】本具体例のトイレ装置の基本動作を例示するタイミングチャート図である。
【図２７】本具体例のトイレ装置の動作を例示するタイミングチャート図である。
【図２８】本具体例のトイレ装置のさらに他の動作を例示するタイミングチャート図であ
る。
【符号の説明】
【０１１７】
　１００ 操作装置、　２００ 制御部、　３００ａ サイドパネル、　３０２ 便器洗浄水
供給手段、　３０３ 操作ハンドル、　３０４ リム電磁弁、　３０６ ゼット電磁弁、　
３０８ 便器洗浄電磁弁、　３１０ ロータンク、　３１２ ゼット用タンク、　３１４ ゼ
ットポンプ、　３１６ 便器洗浄電磁弁、　３１８ 検知センサ、　３２０ 給水路切替弁
（リム電磁弁）、　４００ 局部洗浄機能部、　４０２ ノズル駆動手段、　４０４ 局部
洗浄ノズル、　４０６ ノズル洗浄室、　４１０ 基部、　４２０ シャッター、　４３０ 
ケーシング、　４３２ 便座、　４３４ 便蓋、　４４０ 人体検知手段、　４４２ 電動開
閉装置、　５００ 便器、　５１０ ボウル、　５１０Ｒ 導水流路、　５１０Ｓ 矢印、　
５２０ リム吐水口、　５２２ ゼット吐水口、　５２４ 排水トラップ管路、　５２４ａ 
入口部、　５２４ｂ トラップ上昇管、　５２４ｃ トラップ下降管、　５２４ｄ 頂部、
　５３０ 切り欠き、　５４０ 回動トラップ部、　５５０ 封水
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